
 

 

 

 

第８４号議案 指定管理者の指定について 

 

 

１．管理を行わせる施設 

 （１）名 称  品川区立大原児童発達支援センター 

 （２）所在地  品川区戸越六丁目１６番１号 

 

２．指定管理者候補者 

 （１）名 称  株式会社学研ココファン・ナーサリー 

 （２）代表者  代表取締役 山崎 知恵 

 （３）所在地  東京都品川区西五反田二丁目１１番８号 

 

３．指定期間 

  令和７年９月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

４．指定管理者候補者の選定 

  公募型プロポーザル方式により、本施設の管理運営等を行う事業者を選定した。 

  品川区立大原児童発達支援センターおよび大原児童センター指定管理者候補者選

定委員会において総合的に審議し、当該候補者を指定管理者候補者として選定し

た。 

 

５．指定管理者候補者の選定までの経緯 

  別紙「品川区立大原児童発達支援センターおよび大原児童センター指定管理者候

補者選定結果等報告書」のとおり 

 

６．今後のスケジュール 

  指定管理者の指定議決後、指定管理者指定通知書を送付し、管理運営等に関する 

協議を行った上で、協定を締結する。 
 

厚 生 委 員 会 資 料 

令和６年９月２４日 

福祉部障害者施策推進課 
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本報告書は、品川区立大原児童発達支援センターおよび大原児童センターの指定管理

者候補者を選定するにあたり、「品川区立大原児童発達支援センターおよび大原児童セン

ター指定管理者候補者選定予備委員会」および「品川区立大原児童発達支援センターお

よび大原児童センター指定管理者候補者選定委員会」における審査の経過ならびに結果

について報告するものである。 

品川区指定管理者制度活用に係る基本方針では、「多様化する区民ニ－ズを的確に捉え

た満足度の高いサ－ビスを効果的・効率的に提供するため、公の施設の管理に民間事業

者の能力やノウハウを活用しつつ、区民サ－ビスの向上と経費の節減を図る」としてお

り、区として指定管理者制度の活用を進めている。 

「品川区立大原児童発達支援センターおよび大原児童センター指定管理者候補者選定

予備委員会」および「品川区立大原児童発達支援センターおよび大原児童センター指定

管理者候補者選定委員会」は、このような視点を踏まえたうえで、両センターの設置目

的を最大限に活かし、効率的・効果的に区民サ－ビスを提供することができる候補者の

選定を行った。 

審査にあたっては、厳正さと公正さを確保するとともに、委員会として委員の総意の

下に結論を導き出すよう努めた。 

品川区立大原児童発達支援センターおよび大原児童センターの指定管理者候補者の選定

においては、応募事業者から様々な提案を受けた。選定した指定管理者候補者からは、両

センターの一体的な運営を意識した効率的で効果的な運営を実現するための提案がある

等、品川区立大原児童発達支援センター条例および品川区立児童センター条例に規定する

指定管理者の適正を満たすものであった。 

 

令和 6 年８月９日 

 
品川区立大原児童発達支援センターおよび 

大原児童センター指定管理者候補者選定委員会 

                  委員⾧ 柏原 敦 
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Ⅰ 選定した指定管理者候補者について 

1 選定した指定管理者候補者 

名 称 株式会社学研ココファン・ナーサリー  

代表者 代表取締役 山崎 知恵  

所在地 東京都品川区西五反田二丁目 11 番 8 号  

 

２ 対象施設 

施設の名称 所在地 

品川区立大原児童発達支援センター 東京都品川区戸越六丁目 16 番 1 号（1F・2F） 

品川区立大原児童センター 東京都品川区戸越六丁目 16 番 1 号（3F） 

 

３ 指定期間 

令和７年９月１日から令和１２年３月３１日まで（４年７か月間） 

 

４ 候補者選定方式 

公募型プロポーザル方式 

 

５ 評価項目・配点 

別紙のとおり 
 

６ 選定理由 

（１）両センターにおける企画提案内容が充実しており、子どもに関連する施設の運営

実績が豊富なこと等からも企画提案内容の実現性が高く、安定的な運営が期待でき

る。 

（２）１法人であるメリットを活かし、両センターを一体的に効率よく運営することが

期待できる。 

（３）事業内容および管理運営経費については、区と協議のうえ柔軟に対応する姿勢が

評価できる。 

（４）公認会計士による事業者経営分析の結果等を踏まえ、業務遂行の基本能力となる

経営基盤を有していると判断した。 
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Ⅱ 選定対象事業者について 

No 事業者の名称 所在地 

1 株式会社学研ココファン・ナーサリー 東京都品川区西五反田二丁目 11 番 8 号 

2 事業者Ｂ ― 

3 事業者Ｃ ― 

公募の結果、５事業者から応募があり、そのうち１事業者は欠格事由に該当し失格、別

の１事業者は応募を辞退したことにより、上表に示す３事業者が審査の対象となった。 

 

Ⅲ 選定経過について 

1 指定管理者候補者選定予備委員会の概要 

応募事業者から提出された応募申請書および企画提案書を基に、企画提案内容、施設

の運営実績、事業者経営分析の結果等について総合的に審査した。 

 

（１）選定予備委員会委員名簿 

委員⾧ 寺嶋 清 品川区福祉部⾧ 

副委員⾧ 佐藤 憲宜 品川区子ども未来部⾧ 

委員 藤村 信介 品川区子ども未来部子ども育成課⾧ 

委員 佐藤 慎 品川区福祉部障害者施策推進課⾧ 

委員 松山 香里 品川区福祉部障害者支援課⾧ 
 

（２）指定管理者候補者選定予備委員会の開催概要 

日 時 
令和６年８月２日（金） 

午後１時１５分から午後３時まで 

場 所 第二庁舎６階 多目的室 

審 議 内 容 
企画提案内容および事業者経営分析結果検討 

総合評価（指定管理者候補者選定委員会への報告事項）検討 

 

（３）指定管理者候補者選定予備委員会の審議内容 

応募申請書等を基に、法人概要、企画提案内容、事業者経営分析の結果（公認会計

士が財務状態および経営成績を評価した内容）について審査した。 
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（４）会議要旨 

各委員が総合的に評価した内容について、意見を述べた。 

事業者の名称 委員の意見 

株式会社学研

ココファン・

ナーサリー 

 児童発達支援センターにおける障害特性別支援の考え方が具体的

に明示されており安心感がある。 

 児童センターの事業におけるこども意見箱の設置等、実際の設置

には他館との調整が必要だが、利用者への配慮が評価できる。 

 法人規模からも、多種多様な人材の確保に期待感がある。 

 事業者の中で唯一、統括責任者の配置が提案されており、区との

連携を重視している点も安心感がある。 

 施設規模に対し、全体的に人員およびコストに過剰感があるもの

の、収支バランスおよび人件費単価は区内施設と比較しても同水

準である。 

事業者Ｂ  児童発達支援センターについては、特に重心児・医ケア児に力点

が置かれており、事業者の強みを活かした提案と認められるが、

通所定員が 10 名と限定的である。 

 児童センターにおける「目安箱の設置」「こどもかいぎ」の実施は

利用者への配慮が評価できる。 

 宅食事業の提案等、特徴的な工夫がされている。 

 収支全体の金額が一番低いが、人員配置と事業内容によるものと

思われる。 

 構成法人に医療法人社団が加わっている点はメリットと感じにく

い。 

事業者Ｃ  児童発達支援センターは全体的に、限定的なサービス提供の提案

であり、他事業者と比較するとやや見劣りする。 

 オンライン相談については、追加の経費（指定管理料）がなく提

供できるのであれば、事業者Ｂが提案している LINE 相談よりも

コストメリットが認められる。 

 法人規模が小さく、本施設にどれほどの人材を投入できるか懸念

である。 

 収支全体の金額が 3 事業者の中で中間的である。全体的な収支バ

ランスは妥当であるが、一人当たりの人件費単価、人件費率が事

業者の中で一番高いのは懸念である。 
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（５）選考基準に基づく採点結果 

各委員の評価点数を合計し、全委員の点数の合計により審査した。 

 

２ 指定管理者候補者選定委員会の概要 

応募事業者のプレゼンテ－ション・ヒアリングのほか、指定管理者候補者選定予備委

員会の審査結果を踏まえ、企画提案内容、過去の施設運営実績、経営分析結果等の評価

を行い、指定管理者候補者を選定した。 

 

（１）選定委員会委員名簿 

委員⾧ 柏原 敦 品川区区⾧室⾧ 

委員 寺嶋 清 品川区福祉部⾧ 

委員 中田 洋二郎 立正大学心理学部名誉教授 

委員 佐藤 晃子 川口短期大学こども学科准教授 

 

（２）指定管理者候補者選定委員会の開催概要 

日 時 
令和６年８月９日（金） 

午後１時１５分から午後４時１０分まで 

場 所 第二庁舎５階 ２５１会議室 

審議内容 

指定管理者候補者選定予備委員会の審査結果 

選定対象事業者のプレゼンテーションおよびヒアリング 

指定管理者候補者の選定 

 

（３）選定予備委員会の審査の経過および結果 

指定管理者候補者選定委員会の審査の経過および結果について報告した。 

 

順 

位 

事業者の名称 

センター別評価 
総合評価 

（1000 点満点） 
大原児童発達支援センター 

（500 点満点） 

大原児童センター 

（500 点満点） 

1 
株式会社学研ココファン・  

ナーサリー 
379 375 754 

2 事業者Ｂ 327 331 658 

3 事業者Ｃ 300 307 607 
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（４）指定管理者候補者選定委員会審議内容 

各事業者が企画提案内容についてプレゼンテ－ションした後、委員によるヒアリン

グを行い、選考基準により審査した。 

 

（５）会議要旨 

各委員が総合的に評価した内容について、意見を述べた。 

事業者の名称 委員の意見 

株式会社学研

ココファン・

ナーサリー 

 障害特性別支援の考え方が具体的で総合力が感じられる提案

内容であった。 

 子どもに関する施設の運営実績も豊富で、経営分析の結果か

らも安定性が認められる。 

 事業規模や経費についても柔軟に協議に応じるとの姿勢も評

価できる。 

 １法人でセンターを運営するとの提案は、効率的な運営が期

待できる。 

 給食業務、送迎業務、施設の維持管理業務に至るまで、具体

的に提案されている。全体的にバランスの取れた提案内容で

あり、実現性が一番高いと思われる。 

事業者Ｂ  重心児・医ケア児への支援は重要であり、そこに特化した提

案内容は魅力的であるが、それ以外の障害特性のある児童の

支援の必要性を考えた場合、重心児・医ケア児に特化すると

の提案は、全体のバランスに欠けると感じた。 

 児童センターにおける「こども宅食事業」等、特徴的な工夫

がされている点は評価できる。 

 構成法人の中の一つである医療法人社団については、直接的

に利用者の対応はしないという点について、メリットには感

じられなかった。 

事業者 C  提案内容は、抽象的な部分が多い。全体的に具体性に乏し

く、実現性に懸念がある。 

 事業内容が限定的であり、提案内容以上の拡大について対応

する姿勢は感じられなかった。 

 提案内容やプレゼンテーションから、事業者から熱意を感じ

る部分が少なかった。 
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（６）選考基準に基づく採点表 

各委員の評価点数を合計し、全委員の点数の合計により審査を実施した。 

順 

位 

事業者の名称 

センター別評価 
総合評価 

（800 点満点） 
大原児童発達支援センター 

（400 点満点） 

大原児童センター 

（400 点満点） 

1 
株式会社学研ココファン・

ナーサリー 
312 315 627 

2 事業者Ｂ 273 266 539 

3 事業者Ｃ 236 242 478 

 

Ⅳ 最終選定結果について 

選考基準に基づき、最も高い評価を得たのは株式会社学研ココファン・ナーサリーであ

った。よって同事業者を、品川区立大原児童発達支援センターおよび大原児童センターの

指定管理者候補者として選定する。



 

 

別紙 
 

条例規定項目 評価項目（選考基準）
評価
方法

児発
センター

児童
センター

(1) 利用者の平等な利用と利用のしやすさが確保されているか。 15
(5点×3)

15
(5点×3)

(2)
利用者の個別性（障害の状態や年齢層等）に配慮している
か。

10
(5点×2)

10
(5点×2)

(3) 利用者満足度の向上を図る提案か。 5 5

(1) 本施設の適切な維持および管理が図られるものであるか。 10
(5点×2)

10
(5点×2)

(2)
収支計画に具体性、実現性があるか。
また、管理経費の縮減に向けた努力がなされているか。

10
(5点×2)

10
(5点×2)

(1) サービスを安定的に提供できる経営基盤を有しているか。 10
(5点×2)

10
(5点×2)

(2)
サービスを円滑かつ継続的に提供できる人的体制（研修体制を
含む）があるか。

15
(5点×3)

15
(5点×3)

(1)
企画提案は、センターごとの設置目的およびインクルージョンを実
現させるための内容となっているか。
また、区や関係機関との連携が図れているか。

5 5

(2)
事故防止対策、非常時・緊急時の連絡体制等の安全管理につ
いて配慮されているか。

5 5

(3) 保護者等の要望・意見等を汲み上げるものとなっているか。 5 5

(4) 地域との交流、連携が図られているか。 5 5

(5)
苦情解決、個人情報の管理および情報公開等について体制を
整備しているか。

5 5

100 100

品川区立大原児童発達支援センター・大原児童センター　指定管理者選考基準兼配点表

200

3
センターの管理を安定して行う物
的能力および人的能力を有して
いるものであること。

4
センターの設置目的を達成する
ために十分な能力を有しているこ
と。

センター別得点

総合得点

配点

1
利用者の平等な利用およびサー
ビスの向上を図るものであること。

2
センターの適切な維持および管
理ならびに管理に係る経費の縮
減をはかるものであること。

個
別
評
価

共
　
通
　
評
　
価

採点評価基準（６段階）

５：極めて優れており、提案力・実現性・信頼性が高い。
４：優れた内容であり、魅力を感じる。

３：平均的・標準的な内容で、指定にあたり問題がない。
２：工夫・理解力が不足しており、やや問題がある。

１：大規模な改善が必要で、問題がある。

０：採択できない内容である。


